
商
議
委
員
規
程

三
月
に
、
ま
ず
、
左
記
の
商
議
委
員
規
程
の
制
定
を
み
た
。

第
三
節

制
度
・
組
織
の
編
成

―
―
一
月
末
、
制
度
、
組
織
の
編
成
作
業
が
急
拠
進
め
ら
れ
た
。
新
聞
も
こ
れ
を

次
の

よ
う
に
報
道
し
て
い
る
。

東
京
美
術
學
校

0
同
校
は
目
下
其
組
織
を
取
調
べ
中
な
る
が
、
聞
く
所
に

よ
れ
ば
、
来
る
九
月
中
に
は
是
非
と
も
開
校
し
、
生
徒
を
募
集
す
る
由
に

て
昨
今
組
織
取
調
を
急
ぎ
居
ら
る
A

と
云
ふ
。

第
三
條

（
『
明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日
『
東
京
日
日
新
聞
』
）

〇
商
議
委
員
規
程
（
明
治
廿
一
年
三
月
廿
三
日
制
定
）

第
一
條
本
校
重
要
ノ
事
件
ヲ
商
議
ス
ル
為
メ
商
議
委
員
ヲ
置
ク

第
二
條
商
議
委
員
ハ
―
―
―
名
以
上
七
名
以
下
ト
シ
學
校
長
ノ
推
薦
二
依
リ

テ
文
部
大
臣
之
ヲ
命
ス

商
議
委
員
ノ
會
議
二
附
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
學
科
課
程
重
要
ノ
諸
規

則
経
黄
ノ
豫
算
其
他
本
校
ノ
利
害
ノ
舘
長
二
閥
ス
ル
事
項
ト
ス

但
學
校
長
ノ
見
込
二
依
リ
尚
此
他

ノ
事
項
ヲ
會
議
二
附
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

商
議
委
員
會
ノ
議
案
ハ
學
校
長
之
ヲ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

商
議
委
員
會
ハ
學
校
長
ヲ
以
テ
會
長
ト
シ
委
員
半
敷
以
上
出
席

ス
レ
ハ
議
事
ヲ
結
了
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

商
議
委
員
ハ
五
箇
年
ヲ
以
テ
任
期
ト
ス
任
期
滴
ッ
ル
ノ
後
時
宜

ニ
ョ
リ
更
二
勤
徴
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

（
『
東
京
美
術
学
校
一
覧
認
蒻
一
丑
罪
雑
』
）

第
三
条
に
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
商
議
委
員
の
任
務
は
学
校
規
則
、
経
費

等
に
関
す
る
重
要
事
項
を
協
議
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
二
十
二
年
七
月
―
―
-
+

日
付
で
左
記
の
五
名
が
初
代
商
議
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。

臓
員
の
人
選

規
則
制
定
準
備
と
並
行
し
て
職
員
の
人
選
が
進
め
ら
れ
た
。
二
十
一
年
初
頭

か
ら
翌
二
十
二
年
二
月
の
開
校
ま
で
の
間
の
人
事
に
つ
い
て
は
「
職
員
辞
令
メ

モ
」
（
原
題
な
し
。
罫
紙
に
鉛
筆
で
記
録
。
本
学
蔵
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

二
十
一
年
三
月
十
三
日

文
部
属
今
泉
雄
作
本
校
書
記
二
兼
任
シ
判
任
官
四
等
二
叙
セ
ラ
ル

高
等
師
範
学
校
教
諭

従
五
位

高松河

嶺 尾

枢

密

顧

問

官

子

爵

内
閣
官
報
局
長

高

瀬橋

佐

野

秀儀秀健常

夫 助 治

第
六
條

第
四
條

第
五
條

民
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四
月
十
二
日

高
等
商
業
学
校
雇
画
師
橋
本
雅
邦
、
彫
刻
師
長
沼
守
敬
、
同
竹
内
兼
五

郎
、
画
師
結
城
正
明
、
各
本
校
雇
ヲ
命
セ
ラ
レ
橋
本
雅
邦
ニ
ハ
月
給
一
―
―

十
五
円
ヲ
、
長
沼
守
敬
ニ
ハ
月
給
一
―
―
十
円
ヲ
、
竹
内
兼
五
郎
ニ
ハ
月
給

二
十
円
ヲ
、
結
城
正
明
ニ
ハ
月
給
十
五
円
ヲ
給
シ
、
橋
本
、
長
沼
、
結

城
ノ
三
人
ヲ
隔
日
出
勤
卜
定
メ
ラ
ル

六
月
十
六
日

狩
野
友
信
二
雇
ヲ
命
シ
月
俸
―
―
―
十
円
ヲ
給
ス

但
本
校
ョ
リ
ニ
十
円
盲
唖
学
校
ョ
リ
十
円

七
月
十
六
日

屈
加
納
光
太
郎
（
号
鉄
哉
）
二
十
七
日
ョ
リ
凡
七
週
間
奈
良
二
滞
在
シ

テ
模
刻
二
従
事
ス
ヘ
キ
旨
電
達
ス

十
四
日

雇
藤
田
文
蔵
ノ
月
俸
―
―
―
十
五
円
二
進
ム

八
月
十
四
日

屈
長
沼
守
敬
博
物
館
雇
（
月
俸
六
十
円
）
ヲ
命
セ
ラ
レ
轄
任
ス

二
十
五
日

文
部
属
（
藝
認
註
閉
会
計
主
任
）
鳥
羽
聖
教
本
校
会
計
主
任
ヲ
命
セ
ラ

九
月
二
十
日

文
部
省
会
計
局
雇
藤
川
恕
夫
二
本
校
雇
（
月
俸
十
五
円
）

ニ
従
事
セ
シ
ム

同
日

厖
狩
野
芳
崖
、
加
納
光
太
郎
ノ
月
俸
三
十
五
円
二
進
ム

Jレ

ヲ
命
シ
庶
務

廿
五
日

十
月
十
六
日

非
職
農
商
務
省
権
少
書
記
官
文
学
博
士
黒
川
真
頼
二
向
一
ケ
年
問
和
文

及
歴
史
学
ノ
講
授
ヲ
嘱
託
（
年
報
酬
参
百
五
十
円
）
ス

十
一
月
五
日

四
条
派
画
師
川
端
玉
章
本
校
屈
（
月
俸
一
―
―
十
五
円
）

午
後
一
ー
一
時
雇
狩
野
芳
崖
肺
撒
衝
ニ
テ
歿
ス

ヲ
命
セ
ラ
ル

故
狩
野
芳
崖
明
治
十
七
年
七
月
ョ
リ
図
画
取
調
二
従
事
シ
存
生
中
職
務

勉
励
ノ
廉
二
依
リ
金
百
円
ヲ
其
遺
族
廣
崖
へ
給
与
セ
ラ
ル

十
二
月
廿
一
日

非
職
元
臨
時
修
史
局
掌
記
平
尾
旨
延
本
校
書
記
二
任
セ
ラ
レ
判
任
官
七

等

二
叙
七
ラ
ル

廿
八
日

幹
事
岡
倉
覚
―
―
―
二
中
級
俸
ヲ
下
賜
七
ラ
ル

二
十
二
年
一
月
廿
一――日

雇
竹
内
兼
五
郎
ノ
月
俸
二
十
五
円
二
進
ミ
文
部
省
厖
長
尾
槙
太
郎

雨
山
〕
二
本
校
雇
兼
勤
ヲ
命
ス

嘱
託
文
学
博
士
黒
川
真
頼
本
校
教
諭
二
任
セ
ラ
レ
犀
橋
本
雅
邦
モ
亦
本

校
教
諭
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
五
等
二
叙
セ
ラ
ル
（
年
俸
五
百
円
）

十
九
日

第
一
高
等
中
学
校
教
諭
兼
工
科
大
学
教
授
小
島
憲
之
二
幾
何
画
法
等
ノ

講
授
ヲ
嘱
託
ス

二
十
二
日

七
日

〔号
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同同扉 嘱 雇 判 判 判 奏g雇

同 同 円俸金月・ 円託三員金一ケ
: 月任任任 五月

‘目’目←呂 四 俸等

百年
右

拾 七 七 四 等中 百銀上
十 糧 職 五円等等 等 俸級円貨俸級五

員

戸
同文博兼専

' 
物宮門

虐博務
館

部 学 内 学
士省 芸務

権 委 省 局

翡 右属員雇長
彫 絵 和 会 書 会兼幹幹校

同 文
事長歴

刻 画

轟
計

事事
計 書

教 教 喜 主 務務

嘱 取取

員 員 託 掛記任記事扱扱

加）II 橋 黒 藤平鳥今岡フェ浜

納端
• Iレ

本 JI! 川 尾羽泉倉フネ尾
光 エス

太玉 雅 真 恕吉聖雄覚：ノ；；；ト

郎章 邦 頼 夫延教作三

¥／ 

＼ 

高
等
師
範
学
校
教
諭
兼
文
部
属
磯
野
徳
三
郎
二
本
校
理
化
学
ノ
講
授
ヲ

仝
校
教
諭
千
本
福
隆
二
本
校
数
学
ノ
講
授
ヲ
嘱
託
ス

藤
田
文
蔵
は
図
画
取
調
掛
雇
か
ら
の
横
す
べ
り
で
あ
り
、
加
納
光
太
郎
は
二

十
年
十
二
月
一
日
に
雇
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
。

明
治
二
十
一
年
末
現
員
表

左
の
表
は
「
職
員
人
名
調
書
類
」
（
本
学
蔵
）

所
収
「
東
京
美
術
學
校
明
治

廿
一
年
十
二
月
末
日
調
」
に
よ
る
。
同
調
書
に
は
族
籍
お
よ
び
生
年
月
日
も

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
巻
末
の
「
教
員
、
職
員
人
名
表
」
の
記

述
と
重
複
す
る
の
で
削
除
し
た
。

十
一
月
六
日

（明
治
二
十
一
年
十
一月
七
日
『
東
京
日
日
新
聞
』
広
告
欄）

狩
野
廣
崖

親
戚
鳥
山
重
信

葬
ス

同

日
給
金
弐
拾
弐
銭

芳
崖
の
死
去

明
治
二
十
一
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
狩
野
芳
崖
は
東
京
美
術
学
校
設
立

事
務
所
で
「
悲
母
観
音
」
の
制
作
に
し
た
が
っ
て
い
た
が
、
そ
の
労
苦
の
た
め

か
、
完
成
間
近
か
に
「
肺
徹
衝
」
（
芳
崖
履
歴
書）

で
倒
れ
、
十
一
月
五
日
、
折

り
し
も
東
京
美
術
学
校
規
則
が
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
日
に
死
去
し
た
。
左
記
は

そ
の
死
亡
通
知
で
あ
る
。

父
芳
崖
事
本
月
一
日
ョ
リ
病
氣
ノ
慮
養
生
不
相
叫
昨
日
五
日
午
後
一
―
一
時
死

去
致
候
二
付
此
段
生
前
犀
知
諸
君
へ
御
報
知
仕
候

但
シ
出
棺
ノ
儀
ハ
明
七
日
午
後
一

一時
谷
中
村
百
拾
八
番
地
長
安
寺
二
埋

二
人

校
丁

小
使

同

同

日
給
金
弐
拾
五
銭

一
人

右
教
員

同

同

同

同
月
俸
金
二
十
円
兼
東
京
盲
唖
学
校
雇
絵
画
教

同

同

彫

刻

教

同
月
俸
金
十
五
円
兼
高
等
商
業
学
校
雇
絵
画
教

／ 

藤

田

文

蔵

員

狩

野

友

信

員

竹

内

兼

五

郎

員

結

城

正

明
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